
第52号議案  

 

   茨城県県立学校授業料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

 

茨城県県立学校授業料等徴収条例施行規則（昭和51年茨城県教育委員会規則第10号）の一部を

次のように改正する。 

第２条の２第１項第１号中「（当該年度に入学（編入学，転入学及び再入学を含む。以下この

条において同じ。）又は復学した者に限る。）」を削り、同条第２項中「月の初日に入学」の次に

「（編入学，転入学及び再入学を含む。）」を加える。 

付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

   令和８年２月20日提出 

茨城県教育委員会教育長 柳橋 常喜   

 

（提案理由） 

 就学支援金制度の改正に伴い、所要の改正をしようとするもの 

① 
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茨城県県立学校授業料等徴収条例施行規則（昭和 51年茨城県教育委員会規則第 10号） 新旧対照表 

 

改正案 現行 

（授業料の徴収期限） 

第２条の２ 条例第５条第２項の教育委員会規則で定める月分の授業料の

徴収期限は，次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める日とする。 

(1) ４月分，５月分及び６月分（当該年度に入学（編入学，転入学及

び再入学を含む。以下この条において同じ。）又は復学した者に限

る。） ７月10日 

(2) ７月分，８月分及び９月分 10月10日 

２ 前項に掲げるものを除き，月の初日に入学（編入学，転入学及び再入 

学を含む。）又は復学した者の当該入学又は復学した日の属する月分の

授業料の徴収期限は，翌月の10日とする。 

３ 年度の途中において退学又は転学した者に徴収すべき授業料がある 

場合の当該月分の授業料の徴収期限は，前２項の規定にかかわらず， 

当該退学又は転学した日から10日を経過した日とする。 

４ 災害その他特別の事情があるときは，前３項の規定にかかわらず，当

該各項で定める月分の授業料の徴収期限は，当該各項で定める日又は災

害その他特別の事情がやんだ日から10日を経過した日のいずれか遅い日

とする。 

（授業料の徴収期限） 

第２条の２ 条例第５条第２項の教育委員会規則で定める月分の授業料の

徴収期限は，次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める日とする。 

(1) ４月分，５月分及び６月分（当該年度に入学（編入学，転入学及

び再入学を含む。以下この条において同じ。）又は復学した者に限

る。） ７月10日 

(2) ７月分，８月分及び９月分 10月10日 

２ 前項に掲げるものを除き，月の初日に入学             

       又は復学した者の当該入学又は復学した日の属する月分の

授業料の徴収期限は，翌月の10日とする。 

３ 年度の途中において退学又は転学した者に徴収すべき授業料がある 

場合の当該月分の授業料の徴収期限は，前２項の規定にかかわらず， 

当該退学又は転学した日から10日を経過した日とする。 

４ 災害その他特別の事情があるときは，前３項の規定にかかわらず，当

該各項で定める月分の授業料の徴収期限は，当該各項で定める日又は災

害その他特別の事情がやんだ日から10日を経過した日のいずれか遅い日

とする。 
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茨城県県立学校授業料等徴収条例施行規則の一部改正について 

 

１ 改正の目的 

高等学校等の授業料を支援する就学支援金制度の改正に伴い、所要の改正をしよう

とするもの 
 

２ 改正の内容 

茨城県県立学校授業料等徴収条例施行規則（昭和51年茨城県教育委員会規則第10号。

以下「施行規則」という。）第２条の２第１項第１号の規定を改正し、全日制、単位制

以外の定時制、専攻科及び中等教育学校の後期課程に在籍する全学年の生徒について、

４月、５月及び６月分の授業料の徴収期限を「７月10日」に変更するとともに、その

他所要の改正を行うものである。 
 

（理由） 

  高等学校等の授業料について、茨城県県立学校授業料等徴収条例（昭和37年茨城県

条例第24号。以下「徴収条例」という。）第５条第１項では、徴収期限を毎月10日（１

月及び４月分にあっては20日）とするなどと規定され、また、同条第２項では、同条

第１項の規定によらず授業料の徴収期限は教育委員会規則で定めることができると

されている。 

授業料の徴収期限は、保護者等が一旦納付した授業料を、その後の就学支援金の支

給決定に伴い還付する手続が生じないよう、これまで徴収条例同条第２項の規定に基

づき、施行規則で就学支援金の支給認定後の期日を徴収期限と定めている。 

今般の就学支援金制度の改正により、就学支援金の申請時期が７月から４月に変更

されることに伴い、支給認定時期がこれまでの９月から６月になることから、今後も

同様の措置が講じられるよう施行規則の改正を行うもの。 
 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 
 
【参考１】授業料等の徴収期限 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分

1年

2年

3年

2/10 3/1010/10
4/20 5/10 6/10

7/10

11/10 12/10 1/2010/10

授業料対象月

徴
収
期
限

4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分

全学年 7/10 10/10 1/20 3/10

授業料対象月

徴
収
期
限

 

１ 全日制、定時制（単位制以外）、専攻科及び中等教育学校の後期課程 

 

２ 定時制（単位制）・通信制 

今回の改正で徴収期限を 7/10に変更 

徴収条例で規定する徴収期限 施行規則で規定する徴収期限 

参 考 
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【参考２】就学支援金制度の申請時期・認定時期等 

 

（１）現行制度 
 

 学年 
支給認定において 
対象となる授業料 申請時期 認定時期 

支給認定が完了するまでの 
授業料の徴収期限 

１年生 
4月～6月分  4月頃 6月頃 4月～6月分授業料： 7/10 

7月～翌年6月分  7月頃 9月頃 7月～9月分授業料：10/10 

2年生以上 7月～翌年6月分  7月頃 9月頃 7月～9月分授業料：10/10 

 

（２）改正後（Ｒ８～） 
 

学年 
支給認定において 
対象となる授業料 申請時期 認定時期 

支給認定が完了するまでの 

授業料の徴収期限（案） 

全学年 4月～翌年3月分  4月頃 6月頃 4月～6月分授業料：7/10 
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第53号議案 

 

茨城県県立学校の教育職員の業務量の適切な管理に関する規則の一部を改 

正する規則 

 

 茨城県県立学校の教育職員の業務量の適切な管理に関する規則（令和２年茨城県教

育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   茨城県県立学校の教育職員の業務量管理・健康確保措置に関する規則 

第１条中「が正規の勤務時間（条例第７条第１項に規定する正規の勤務時間をいう。

以下同じ。）及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理を行うことにより，

教育職員の健康及び福祉の確保を図り，もって学校教育の水準の維持向上に資するた

めに」を「の業務量管理・健康確保措置に関し」に改める。 

第２条第１項中「令和２年」を「令和７年」に、「第１号」を「第114号」に、「正規

の勤務時間をいう。以下同じ。）」を「正規の勤務時間（条例第７条第１項に規定する

正規の勤務時間をいう。）をいう。）」に改め、同条第３項中「業務量の適切な管理その

他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために」を「業務量管理・健康確保措置に関

し」に改める。 

 

付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

   令和８年２月20日提出 

 

茨城県教育委員会教育長  柳橋 常喜   

 

（提案理由） 

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和46年茨

城県条例第55号）の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするもの 

② 
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茨城県県立学校の教育職員の業務量の適切な管理に関する規則（令和２年茨城県教育委員会規則第５号）新旧対照表（案） 

改正案 現行 

茨城県県立学校の教育職員の業務量管理・健康確保措置に関する規則 茨城県県立学校の教育職員の業務量の適切な管理に関する規則 

（趣旨）  （趣旨） 

第１条 この規則は，義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に

関する条例（昭和 46 年茨城県条例第 55 号。以下「条例」という。）第８条の規

定に基づき，茨城県県立学校の教育職員（公立の義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法（昭和 46 年法律第 77 号。以下「法」という。）第

２条第２項に規定する教育職員をいう。以下同じ。）の業務量管理・健康確保措

置に関し                                                    

                                                                                                                                              

                              必要な事項 

を定めるものとする。 

 

第１条 この規則は，義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に

関する条例（昭和 46 年茨城県条例第 55 号。以下「条例」という。）第８条の規

定に基づき，茨城県県立学校の教育職員（公立の義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法（昭和 46 年法律第 77 号。以下「法」という。）第

２条第２項に規定する教育職員をいう。以下同じ。）が正規の勤務時間(条例第

７条第１項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間

において行う業務の量の適切な管理を行うことにより，教育職員の健康及び福

祉の確保を図り，もって学校教育の水準の維持向上に資するために必要な事項

を定めるものとする。 

（業務量の適切な管理） （業務量の適切な管理） 

第２条 茨城県教育委員会（以下「教育委員会」という。）は，教育委員会の所管

に属する学校の教育職員が業務を行う時間（公立学校の教育職員の業務量の適切

な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉

の確保を図るために講ずべき措置に関する指針（令和７年文部科学省告示第114

号）に規定する在校等時間をいう。以下同じ。）から所定の勤務時間（法第６条

第３項各号に掲げる日（勤務を命じた日（職員の休日及び休暇に関する条例（昭

和29年茨城県条例第43号）第２条第３項に規定する勤務を命じた日をいう。）を

除く。）以外の日における正規の勤務時間（条例第７条第１項に規定する正規の

勤務時間をいう。）をいう。）を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲

内とするため，教育職員の業務量の適切な管理を行う。 

第２条 茨城県教育委員会（以下「教育委員会」という。）は，教育委員会の所管

に属する学校の教育職員が業務を行う時間（公立学校の教育職員の業務量の適切

な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉

の確保を図るために講ずべき措置に関する指針（令和２年文部科学省告示第１

号）に規定する在校等時間をいう。以下同じ。）から所定の勤務時間（法第６条

第３項各号に掲げる日（勤務を命じた日（職員の休日及び休暇に関する条例（昭

和29年茨城県条例第43号）第２条第３項に規定する勤務を命じた日をいう。）を

除く。）以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。）       

             を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲

内とするため，教育職員の業務量の適切な管理を行う。 
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(1) １箇月について45時間 

(2) １年について360時間 

(1) １箇月について45時間 

(2) １年について360時間  

 

２ 教育委員会は，教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務

量の大幅な増加等に伴い，一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざ

るを得ない場合には，前項の規定にかかわらず，教育職員が業務を行う時間から

所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内

とするため，教育職員の業務量の適切な管理を行う。 

(1) １箇月について100時間未満 

(2) １年について720時間 

(3) １箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月，２箇月，３箇

月，４箇月及び５箇月の期間を加えたそれぞれの期間において１箇月当たり

の平均時間について80時間 

(4) １年のうち１箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超

えて業務を行う月数について６箇月 

２ 教育委員会は，教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務

量の大幅な増加等に伴い，一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざ

るを得ない場合には，前項の規定にかかわらず，教育職員が業務を行う時間から

所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内

とするため，教育職員の業務量の適切な管理を行う。 

(1) １箇月について100時間未満 

(2) １年について720時間 

(3) １箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月，２箇月，３箇

月，４箇月及び５箇月の期間を加えたそれぞれの期間において１箇月当たり

の平均時間について80時間 

(4) １年のうち１箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超

えて業務を行う月数について６箇月 

３ 前２項に定めるもののほか，教育職員の業務量管理・健康確保措置に関し  

               必要な事項については，教育委員会が別に定め

る。 

３ 前２項に定めるもののほか，教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の

健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については，教育委員会が別に定め

る。 
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第 54 号議案 

 

茨城県立高等学校等における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 茨城県立高等学校等における学校運営協議会の設置等に関する規則（令和３年茨城県教育委員

会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第12条第１項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 業務量管理・健康確保措置の実施に関すること 

 

付 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月 20 日提出 

 

                      茨城県教育委員会教育長  柳橋 常喜   

 

（提案理由） 

 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律（令

和７年法律第 68 号）の制定（令和７年６月 11 日）に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 47 条の５第４項が改正（令和８年４月１日施行）され、学

校運営協議会を設置する学校の校長は、同項で定める事項について基本的な方針を作成し、当該

学校の学校運営協議会の承認を得なければならないとされているところ、同項で定める事項に新

たに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第７条第１項に規定する

業務量管理・健康確保措置の実施を加え、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得ることにな

った。 

そのため、学校運営に関する基本的な方針の項目に「業務量管理・健康確保措置の実施に関す

ること」を新たに加えようとするものである。 

 ３ 
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茨城県立高等学校等における学校運営協議会の設置等に関する規則 新旧対照表 

 

改正案 現行 

（学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第 12 条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事

項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会

の承認を得るものとする。 

(1) 教育課程の編成に関すること 

(2) 学校経営計画に関すること 

(3) 組織編成に関すること 

(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関するこ

と 

(5) 業務量管理・健康確保措置の実施に関する

こと 

(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と

認めること 

２  対象学校の校長は、前項において承認された基

本的な方針に従って学校運営を行うこととする。 

（学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第 12 条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事

項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会

の承認を得るものとする。 

(1) 教育課程の編成に関すること 

(2) 学校経営計画に関すること 

(3) 組織編成に関すること 

(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関するこ 

と 

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と

認めること 

２ 対象学校の校長は、前項において承認された基

本的な方針に従って学校運営を行うこととする。 
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【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律 新旧対照表 

 

第四節 学校運営協議会 第四十七条の五 

新 旧 

第四十七条の五 教育委員会は、教育委員会規則で

定めるところにより、その所管に属する学校ごと

に、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援

に関して協議する機関として、学校運営協議会を

置くように努めなければならない。ただし、二以

上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る

必要がある場合として文部科学省令で定める場

合には、二以上の学校について一の学校運営協議

会を置くことができる。 

２ 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者につい

て、教育委員会が任命する。 

一 対象学校（当該学校運営協議会が、その運営

及び当該運営への必要な支援に関して協議す

る学校をいう。以下この条において同じ。）の所

在する地域の住民 

二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保

護者 

三 社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）

第九条の七第一項に規定する地域学校協働活

動推進員その他の対象学校の運営に資する活

動を行う者 

四 その他当該教育委員会が必要と認める者 

３ 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する

意見を教育委員会に申し出ることができる。 

４ 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関し

て、教育課程の編成、当該対象学校における公立

の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す

る特別措置法（昭和四十六年法律第七十七号）第

七条第一項に規定する業務量管理・健康確保措置

の実施その他教育委員会規則で定める事項につ

いて基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校

運営協議会の承認を得なければならない。 

５から10まで（略） 

第四十七条の五 教育委員会は、教育委員会規則で

定めるところにより、その所管に属する学校ごと

に、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援

に関して協議する機関として、学校運営協議会を

置くように努めなければならない。ただし、二以

上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る

必要がある場合として文部科学省令で定める場

合には、二以上の学校について一の学校運営協議

会を置くことができる。 

２ 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者につい

て、教育委員会が任命する。 

一 対象学校（当該学校運営協議会が、その運営

及び当該運営への必要な支援に関して協議す

る学校をいう。以下この条において同じ。）の所

在する地域の住民 

二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保

護者 

三 社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）

第九条の七第一項に規定する地域学校協働活

動推進員その他の対象学校の運営に資する活

動を行う者 

四 その他当該教育委員会が必要と認める者 

３ 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する

意見を教育委員会に申し出ることができる。 

４ 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関し

て、教育課程の編成その他教育委員会規則で定め

る事項について基本的な方針を作成し、当該対象

学校の学校運営協議会の承認を得なければなら

ない。 

５から10まで（略） 
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令和８年２月 20 日 

高 校 教 育 課 

 

茨城県立高等学校等における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部改正について 

 
１ 改正する規則等の概要 

  茨城県立高等学校等における学校運営協議会の設置等に関する規則（令和３年茨城県

教育委員会規則第１号） 

  県立の高等学校等の学校運営協議会について必要な事項を定めるもの。 

 

２ 改正の内容 

  学校運営協議会を設置している学校の校長は、毎年度基本的な方針を作成し、学校運営

協議会の承認を得ることになっているが、その基本的な方針の項目に「業務量管理・健康

確保措置の実施に関すること」を新たに加えるため、次のとおり茨城県立高等学校等にお

ける学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する。 

 

 （学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第 12条  対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作

成し、協議会の承認を得るものとする。 

(1) 教育課程の編成に関すること 

(2) 学校経営計画に関すること 

(3) 組織編成に関すること 

(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること 

(5) 業務量管理・健康確保措置の実施に関すること 

(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めること 

２ 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行

うこととする。 

 

３ 施行日 

  令和８年４月１日 

 

４ 改正を行う理由 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する

法律（令和７年法律第 68号）の制定（令和７年６月 11日）に伴い、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 47条の５第４項が改正（令和８年４

月１日施行）され、学校運営協議会を設置する学校の校長は、同項で定める事項について

基本的な方針を作成し、当該学校の学校運営協議会の承認を得なければならないとされ

ているところ、同項で定める事項に新たに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法第７条第１項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施を加え、当

該対象学校の学校運営協議会の承認を得ることになった。 

そのため、学校運営に関する基本的な方針の項目に「業務量管理・健康確保措置の実施

に関すること」を新たに加えようとするものである。 

参考資料 
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